
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合併協議会での協議がすべて調い、合併協定が締結されたことから、今後は合併に必要な手続きが

次のとおり予定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１３．３  №８ ４ 

今今今後後後ののの予予予定定定   

※ ２月 25 日(月)、栃木市では３月

定例会初日、岩舟町では臨時議会

において、廃置分合（合併）等議

案が、それぞれ可決されました。

※ ３月 27 日(水)に両市町長により、

廃置分合（合併）申請が行われま

す。 

※ 総務大臣の告示をもって、法で定

める廃置分合（合併）の効力が生

じます。 

両市町議会において、廃置分合（合併）等議案を審議・議決 

栃木県知事へ廃置分合（合併）の申請 

栃木県議会の廃置分合（合併）合意議案審議・議決、知事の決定 

県知事が総務大臣へ両市町の廃置分合（合併）について届出 

総務大臣が両市町の廃置分合（合併）について告示 

平成 26 年４月５日(土) 新「栃木市」誕生 

 

 

 

 

 

 

 
※ これらの手続きと並行して、条例・規則の整備や電算ネットワークシステムの統合などの

合併準備作業が、両市町において行われることになります。 




